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渋谷桜丘周辺地区まちづくり協議会 会長  

渋谷駅東口街区まちづくり検討会 代表幹事  
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町会・商店会・ 
まちづくり団体
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ＮＰＯ渋谷駅周辺地区まちづくり協議会 理事長  

開発関係    1 渋谷再開発協会 常務理事  

大型店      1 株式会社 東急百貨店 総務担当部長  

渋谷新文化街区プロジェクト推進協議会 
（東京急行電鉄株式会社都市生活創造本部渋谷開発事業部開発第一部課長補佐） 

 

渋谷駅桜丘口地区再開発準備組合 理事長  

道玄坂一丁目駅前地区市街地再開発準備組合 理事長  
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東京急行電鉄株式会社都市生活創造本部渋谷開発事業部開発部統括部長 

（渋谷駅街区土地区画整理事業 施行者代表者） 
 

ＵＲ都市機構東京都心支社 業務第五部担当部長 
（渋谷駅街区土地区画整理事業 共同施行者）   

 

東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部ターミナル計画部担当部長  

開発事業者・   
鉄道関係者 
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東京地下鉄株式会社 経営企画本部投資計画部長  

都市整備部長 【座長】  渋谷区 
2 土木清掃部長 【副座長】  

    （ 敬称略 ) 

事務局  渋谷区都市整備部渋谷駅周辺整備課 / 須藤，藤沼，叶 

（案）



第 30 回  渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会 

 

平成２３年５月１８日（水） 

午前１０時３０分～１２時００分 

渋谷区役所駐車場地下Ａ会議室 

 

議 事 次 第 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

 

（１）渋谷駅中心地区まちづくり調整会議の報告 （資料１） 

 

 

（２）デザイン会議の報告 （資料２） 

 

 

（３）その他 （資料３） 

ＪＲ渋谷駅の再編整備計画について 

 

３ 閉  会 



H23.5.18　第30回 渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会

❑渋谷駅中心地区スケジュール（案）　

～ １２月 １月 ２月 ３月

※本スケジュールは現時点での想定であり、今後の関係者間協議により変更となる可能性があります。

デザイン会議

地区計画
（渋谷駅地区）

平成３８
(2026)

平成２２年度（2010）

渋谷駅中心地区
まちづくり調整会議

地元調整協議会

平成２６
(2014)

平成２７
(2015)

平成２５
(2013)

平成２３年度
（2011）

渋谷駅桜丘口地区

渋谷駅街区

新文化街区

基盤整備
（駅街区 区画整理）

渋谷駅南街区

道玄坂一丁目
駅前地区

平成３９
(2027)

平成２８
(2016)

平成２４
(2012)

平成３０
(2018)

平成３１
(2019)

平成２９
(2017)

～

まちづくり検討会

建物工事

建物工事

建物工事

渋谷川移設工事、地下広場工事、銀座線改良工事、東西駅前広場工事　等

解体・建物工事

建物工事

平成２４年春開業

地元調整協議会

計画調整等

計画調整等

計画調整等

計画調整等

解
体

解体

東横線・副都心線相直
（東横線駅移転）

第一期まちびらき 第二期まちびらき 第三期まちびらき 第四期まちびらき

▼

地区計画策定手続き等

資料１-1

12/21
まち検
（第４回）

▼

▼
事業認可

区画整理
認可手続

第30回
5/18

継続検討まちづくり調整会議

3/17
まち検
（第５回）

5/12
まちづくり調整
会議（第１回）

まちづくり調整
会議（第２回）

▼ ▼▼

第29回
3/25

第28回
2/21

第27回
1/20

解体

デッキ等関連工事
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第１回渋谷駅中心地区まちづくり調整会議の概要 

 

 

以下の議題について議論した。 

 
 

（１）検討体制等 

検討体制等（規約、名簿、検討体制等）について確認した。 

 
 

（２）報告事項 

１）第５回まちづくり検討会資料について 

第５回まちづくり検討会（H23.3.17 持ち回り開催分）に対して委員から出された意見とその

対応について報告した。 

 
２）デザイン会議の実施状況について 

「渋谷駅中心地区デザイン会議」の実施状況について報告した。 

 
 

（３）討議・確認事項 

１）検討状況（概要） 

・西口広場計画について、前回に引続きプランの方向性を検討し、課題等を確認した。 

・南側のまちづくりについて、歩行者ネットワークの検討状況及び今後の課題を確認した。 

・今後の事業スケジュールについて確認した。（資料１－１） 

 
 
２）渋谷区からの提案 

現在、検討・討議を進めている事項の内、特に下記事項について、渋谷区としての方向性・考

え方を提案した。 

①西口広場計画 

②JR 南口の再設置 

③国道 246 号の低いレベルでの横断 

資料１ 

日時：平成 23 年 5 月 12 日 13：00～15：00 



H23.5.18 第 30 回渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会 

１．経緯 

 

・ H21 年度 「渋谷駅中心地区まちづくり検討会」において、デザイン会議の必要性を確認 

- デザイン会議を「まちづくり指針案」に位置づけ 

 

・ H22.2～11 地元調整協議会において、「まちづくり指針案」への地元意見を反映 

- 「デザイン会議」の体制についても具体化 

 

・ H22.11 「渋谷駅中心地区デザイン会議『準備会』」開催 

- 体制／検討項目／対象施設／スケジュール等を議論 

 

・ H22.12 「渋谷駅中心地区まちづくり検討会」にて、デザイン会議の実施方針を確認 

- 体制／検討項目／対象施設／スケジュール等 

 

・ H23.1 渋谷区が「渋谷駅中心地区デザイン会議」を設置 

 

２．渋谷駅中心地区デザイン会議の開催経過 

 

・ H23.1.26   駅街区開発（1 回目） 

・ H23.4.12   駅街区開発（2 回目） 

・ H23.5.10   道玄坂一丁目駅前地区 （1 回目） 

（いずれの地区も、計画の深度化に合わせ継続議論予定） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．今後の予定 

○ 計画熟度に合わせ、駅南街区（6 月～）、桜丘口地区（1 月～）についても順次議論していく予定。 

 

資料２ 
渋谷駅中心地区デザイン会議の実施状況について

（※２） 

渋谷駅中心地区まちづくり指針２０１０ 

渋谷駅中心地区デザイン会議 

 

 

座長、副座長、学識委員、地元代表委員、行政委員（区）で構成 

 

都市基盤施設の 
デザイン 

 

 

大規模建築物等 
のデザイン 

地元に報告 
（調整を終えた段階で、経過を含め一般公開） 

（事業者） 

必要な手続きを経て着工 

（事業主体） 

管理者協議等、必要な手続きを経て着工 

○対象施設 

公共施設として整備さ
れる都市基盤(道路、
駅前広場、ｱｰﾊﾞﾝ･ｺ
ｱ、ﾃﾞｯｷ等) 

○対象施設 

都市開発諸制度等を
活用する大規模建築
物等 

計画案 

助言等 

計画案 

助言等 

 

基盤整備の 

事業主体 

・ 

将来管理者 

 

事業者 

都市基盤施設（公共の施設） 大規模建築物等（民間の施設） 

■渋谷駅中心地区デザイン会議の体制 

・学識委員（5 名） 内藤先生（座長） 他 

・地元代表委員（2 名）  

・行政委員（2 名）  

■デザイン会議の実施光景 



現況 将来（地下階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来（地上階） 将来（デッキ階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鉄道施設計画概要について 

改札（ＧＬ）   改札（2Ｆ，3Ｆ）   改札（地下） 

資料３ 
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         平成 18 年 7 月 18 日区長決裁 

改正 平成 20 年 6 月 13 日区長決裁 

改正 平成 23 年 4 月 19 日区長決裁 

 

 

「渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会」設置要綱 

 

(目的) 

第１条 「渋谷駅周辺地域」約 139ha が都市再生緊急整備地域に指定されたこ

と及び駅周辺地域における再開発の機運を踏まえ、公民連携のまちづくり活

動を総合的に進めるため、関係者がまちづくり上の課題を広範に協議・調整

し、都市再生の効果的な事業推進を図ることを目的として、渋谷駅周辺地域

の整備に関する調整協議会(以下「協議会」という)を設置する。 

 

(所掌事務) 

第２条 協議会は、渋谷駅周辺地域の開発動向等の情報の共有化と、これを契

機とした総合的なまちづくり活動の推進に関する協議・調整を行う。 

 

(構成)  

第３条 協議会は、別表に掲げる座長、副座長及び委員をもって構成する。 

２ 座長は、会務を総理する。 

３ 副座長は座長を補佐し、座長不在のときはその職務を代理する。 

４ 委員等の構成員は、必要に応じて拡大することができる。 

 

(会議) 

第４条 協議会は、座長が招集する。 

２ 座長は必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見

を聞くことができる。 

 

(分科会) 

第５条 協議会に、協議会の円滑な運営を図るため、分科会を設置することが

できる。 

２ 分科会は、部会長及び部会員をもって構成し、必要に応じて座長が分科会

の設置及び部会員を指名することができる。 
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３ 第３条第２項及び第４条の規定は、分科会について準用する。この場合に

おいて、「座長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と、

「協議会」とあるのは「分科会」と読み替えるものとする。 

 

(庶務) 

第６条 協議会及び分科会の庶務は、都市整備部渋谷駅周辺整備課が処理する。 

 

(雑則) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項その他必要

な事項は、座長が別に定める。 

 

 

 

附則 この要綱は平成 18 年 7 月 19 日から施行する。 

附則 この要綱は平成 20 年 6 月 13 日から施行する。 

附則 この要綱は平成 23 年 4 月 19 日から施行する。 
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渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会 構成員名簿 
  

区 分 所 属 委 員 

渋谷区町会連合会 会長  

氷川地区町会連合会 会長  

大向地区町会連合会 会長  

渋谷宮益町会 会長 
渋谷・東地区まちづくり協議会 代表幹事 
（渋谷駅中心地区デザイン会議 地元代表委員） 

 

渋谷公園通商店街振興組合 理事長  

渋谷センター商店街振興組合 副理事長  

渋谷道玄坂商店街振興組合 理事長 
渋谷道玄坂周辺地区まちづくり協議会 理事長 
（渋谷駅中心地区まちづくり指針分科会座長・渋谷駅中心地区デザイン会議地元代表委員） 

 

渋谷地下街 渋谷地下商店街振興組合 理事長  

渋谷中央街 理事長  

渋谷駅東口町会・商店会 会長  

渋谷宮益商店街振興組合 理事長  

明治通り宮下パーク商店会 会長  

渋谷・東地区まちづくり協議会 顧問 
（渋谷駅中心地区デザイン会議学識委員） 

 

渋谷桜丘周辺地区まちづくり協議会 会長  

渋谷駅東口街区まちづくり検討会 代表幹事  

渋谷３丁目プロジェクト （渋谷三丁目まちづくり推進協議会） 代表幹事  

町会・商店会・ 
まちづくり団体
代表 
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ＮＰＯ渋谷駅周辺地区まちづくり協議会 理事長  

開発関係    1 渋谷再開発協会 常務理事  

大型店      1 株式会社 東急百貨店 総務担当部長  

渋谷新文化街区プロジェクト推進協議会 
（東京急行電鉄株式会社都市生活創造本部渋谷開発事業部開発第一部課長補佐） 

 

渋谷駅桜丘口地区再開発準備組合 理事長  

道玄坂一丁目駅前地区市街地再開発準備組合 理事長  

東京急行電鉄株式会社都市生活創造本部渋谷開発事業部開発部統括部長 

（渋谷駅街区土地区画整理事業 施行者代表者） 
 

ＵＲ都市機構東京都心支社 業務第五部担当部長 
（渋谷駅街区土地区画整理事業 共同施行者）   

 

東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部ターミナル計画部担当部長  

開発事業者・   
鉄道関係者 
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東京地下鉄株式会社 経営企画本部投資計画部長  

都市整備部長 【座長】  渋谷区 
2 土木清掃部長 【副座長】  

    （ 敬称略 ) 

事務局  渋谷区都市整備部渋谷駅周辺整備課 / 須藤，藤沼，叶 

別表 


